
令和2年（ネ）第2 8 4号
石木ダム建設工事並ぴに県道等付替道路工事続行差止請求控訴写件
控訴人 石丸 勇 外
被控訴人 佐世保市 外1名

（控訴）答弁書
令和2年8月2 6日

福岡高等裁判所 第1民事部 御中

〒 810-0042

福岡市中央区赤坂 1 丁目 1 5 番 3 3 号
ダイアピル福岡赤坂3階
萬年総合法律事務所（送達場所）

被控訴人佐世保市訴訟代理人 豆恩三コ
弁睡士 山 口 雅 司 i言な＝］訊芥
弁護士 小 林 登 竺こ魯 lが存科し •9妖 ｀

弁護士 益 本 誠 一 訟菜|
弁譲士 原 志津+ 匡口凶

l ---i→ 

笠 置 泰 平
高 松 黄 介

弁護士 宮 下 ゆりえ
弁護士 八 坂 泰 弘
弁護士 寺 尾 功
弁護士 喜友名 朝 之

電 話 092-751-7667 

FAX 092-751-6866 

〒 8 1 0 """'.""" 0 0 0 1 

福岡市中央区天神 3 丁目 1 1 番 1 号
天神武藤ビル2階

藤井・高田法律事務所
被控訴人佐世保市訴訟代理人 冤百荒糾
弁護士 藤 井 大 祐 髯ふ号

FP六

第1 控訴の趣旨に対する答弁
1 本件控訴を棄却する
2 控訴費用は控訴人らの負担とする
との判決を求める。
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第2 控訴理由に対する反論
1 差止請求の要件について

原判決が， 本件工事により控訴人らが侵害される権利を「人格権の内
容としては具体性に欠ける」と判示しているのに対し， 控訴人らは， 控
訴理由書において， 控訴人ら主張の権利は， 「 選択した生活の本拠におい
て平穏な生活を営む権利」， 「包括生活基盤において継続的かつ安定的に
生活する利益」であり， 人格権として認められる具体性に欠けることは
ない， 過去の裁判例等に照らしても人格権として侵害行為の差し止めを
求め得る権利であるなどと主張する。

この点， 一般論として， 人格権に基づく差止の余地を認める判例があ
るこ とは否定しない ＊

1。 しかし， 人格権侵害 として不法行為上の違法性を
帯びるには， 受忍限度を超えた違法行為の存在が前提 となる。 そして，

（単なる損害賠侯にとどまらず）差止諸求が認められるには， その達法
性も利益考呈を踏まえた強度なものが要求される ＊

2ところである。
しかるに， 控訴人らの主張する権利 とは， 結局のところ， 抽象的な

「居住継続利益」とでもいうべき内容にとどまっており， 単なる損害賠
俣誼求を超えた差止請求を基磁づけ得るような内実を有するものではな
い（適法な収用手続が進行している本件において差止が認められること
は， 土地収用法という法体系自体の否定 となる）。

その意味で， 前述した原判決の判示が至極正当であるこ とは， 多言を
要しないところであるが， 以下， 念のため， 控訴人らの控訴理由書にお
ける主張について言及しておく。

2 控訴理由書で援用される判例について
この点， 控訴人らは， 騒音被害による損害賠償請求及び差し止めが問

題となった判例（①佐賀地判昭和4 2 年1 0月1 2 日， ②大阪地判昭和
4 9年2月2 7日， ③大阪高判昭和5 0年1 1月2 7日（②， ③は大阪
国際空港車件）， ④大阪高判平成4年2月2 0日， ⑤最判平成7年7月7

*1 ただし， そもそも人格権が差止請求の法的根拠となるか自体， なお争いのあり得ることについ

て， 原審における被告佐世保市第1準備誉面の2ページ脚注 ＊ l参照。

,.2 例えば， 被告らが援用する佐賀地判においても， 「 侵害があるからといっていついかなる塩合で

も必ずそれらの誘求権（注・妨害排除・妨害予防請求権）を有し， かつこれらを行使しうるものとしな

ければならないものではない。 すなわち， 侵害が社会生活上受忍すぺき限度を超え， 達法であって

も， なお妨客排除ないし予防請求権を有するか否かは， これを有するとすることによって生ずるであ

ろう加害者の犠牲の程度とこれを有しないとすることによって生ずべき被害者の不利益の稚度とを比

較考量したうえで決すべき」とされているところである．
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日（④， ⑤はいずれも国道 4 3号線亨件）や， 原子力発電所の運転差止
を認めた仮処分（⑥広島高決令和2年1月1 7日）を援用して， 「 生命身

体だけでなく人格的利益が認められるという判断は確立され， 人格権は
差止請求の法的根拠として承箆された。」などと主張する 。

また， 控訴人らは， 福島第一 原発事故により避難を余儀なくされた者
らの損害賠償請求事件の判例（⑦前揺地判平成29年3月17日， ⑧福島
地判平成29年10月10日， ⑨東京地判平成30年2月7日）を援用し
て， 「 平穏生活権」が確立した， などとも主張するところである。

(1)土地収用法に基づく収用とは前提が異なる
しかし， 控訴人らが援用するこれらの判例は， いずれも， 騒音被害と

いった生活妨害や， 原発亭故による避難といった， 受忍限度を超えるよ
うな違法な侵害の存在が前提となっている 。

本件では， 士地収用法に基づき， 適法な手続を履践してダム建設が進
められているものであって， 上記のような違法な侵害は存在しない。 す
なわち， 控訴人らの援用する 判例とは前提が異なるのである。

(2) 差止が認められる余地もない
加えて， 前述の通り差止請求にはより高度の違法性が求められ， 差止

も閏題となったJ:..記の①～⑥の各判例においても， 結論として ,. 防音設
備の設匿（①）や飛行の差止（②， ③）， 道路の供用差止（④， ⑤）は認
容されていないのである 。 また， 原子力発電所の稼働停止を仮処分とし
て認めた判例（⑥)についても， 原子力発電所に内在する 危険性評価の
問題が存したところであり， 受忍限度を超えた違法な侵害自体が認めら
れない本件において， 差止が認められる余地など存しない。

また， ⑦～⑨（いずれも， 差止が問題となったものではない）につい
て， 「 平穏生活権」の保障を認めたかの如き判旨部分を， 控訴人らは控訴
理由書で引用し， 本 件に当てはめようとする （控訴理由害1 0ページ以
下）が， かかる判旨はいずれも， 原発車故という違法な侵害によって避
難を余儀なくされた者らの賠侯請求を検討する 文脈における言及に過ぎ
ない。 こうした言及を差止に結びつけるのは飛躍も甚だしいと言わざる
を得ない。

3 小括
控訴人らが主張する その余の権利•利益（控訴理由書1 5ページ以

下）についても， 差止の根拠たり得ないこ とは明らかである。
控訴人らの差止請求は速やかに棄却されるぺきである。
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令和 2 年 8 月 26 日

送 信 書

福岡高等裁判医第1 民事部イ係 御 中 (F AX:092· 781-9433) 

控訴人ら代理人弁護士 平山撼久 告生 (F AX:093-642-2856) 

被控訴人長崎県代理人弁睡± 福田浩久 先生 (F AX:095-816-3262) 戸苔岨丑
： 

、

被控訴人佐世保市代理人
じ

弁護士山 口 雅 司
弁町藤 井 大 祐 睾全ピ凶こ5·翠·-虚9呼i＇ 

TEL092-751-7667 / F AX092-75 l-6866 

福岡高等裁判所 令和 2 年（ネ）第 284 号
石木ダム建設工車並びに県道等付替道路工事続行差止請求控訴事件

控訴人 石丸勇 外 被控訴人 佐世保市、 長崎県

次回期 日 令和 2 年 1 0月8 日 午後 2 時 30分

送信文書内容
令和 2年8 月 2 6 日付〔 密摺訴溶弁書 〕

上記の通り、 本書を含めず合計----3— ---』とを FAX により直送致します。
本 FAX 受領後は直ちに、 落丁や送信ミスの有無を確認し、 下記受領書部分に記

載のうえ、 当代理人と掻岡南餓:^＾第^L毘寮音を召茎に、 そのまま FAX 送信して下さ
しヽ。

------、- - - -- -. - -…---------------- （切り取らない） 一― ----------------------------------

受 領 書

福岡高等裁判所 第1民事部イ係 御 中 �_2_2-781-9433)

被控訴人佐世保市代理人代理人弁護士 山口雅司 殿 (FAX�6866) 

上記送信文書計 3 枚を令和)年 8 月..)..6 日 受領し ましカ→_^ ^  ^ —-^. -^—‘ 

控訴人ら代理人弁護士 手ふ丁齊久
被控訴人長崎県代理人弁護士 印

L98-n 802::-1ャ000／しOOOd リ救祖重圭痒俎古聟ーゼ昌｝染甜 998も功9860 -％函底：8し9を80-0乙、



20-08-26; 12:02 ；哨誌人圏・木下齢臆蒻酋 ;095 816 3262 # 1 / 8 

ファクシミリ送信書

令和 2 年 8 月 2 6 日
福岡高等裁判所第1民事部イ係 御中

-T ..
二 司＼ ！ム＂士 山＇ �t (FAX:093-642-2856 

皮 き人 廿r1 号 封公 サ 理人 u 士 山 口 i 百 生 FAX:092-751-6866
ニ六，

被控訴人長崎県訴訟代理人弁護士 福 田 浩 欠辺セ砧虞診.i. m →-

TEL o 9 5 - 8 16- 3 2 6 1 \ 
FAX_ 095-816-3262 

下記の事件につき， 「送信書類」記載の書類を送信致します。これを受領した代
理人は，下段「受領書」部分に記名捺印のうえ，当職と裁判所にこの書面を送信し
てください。

〈事 件〉 事件番号 令和 2 年（ネ）第 2 8 4 号
事件名 石木ダム建設工事並びに県道等付替道路工事続行

差止請求控訴事件
控訴人：石丸剪 外
被控訴人：長崎県 外1名

〈次回期8〉 令和2年1 0月8日わk)午後2時3 0分

〈送信書類〉
本送信書を除く 計7枚

控訴答弁書 6枚
証拠説明書 1枚

※乙A第42号証につきましては，枚数が多いため，本日の郵便にて発送いた
します。

以 上

受 領 圭
芦

福岡高等裁判所第1民事部イ係 御中(FAX:092-781-9433)
被控訴人長崎県訴訟代理人弁護士 福 田 浩 久 殿

上記書類（本送信書を除く枚数： 7 枚）を受領しました。

令和2年 g 月 :i.,.b 日

祖的り）訴訟代理人介級ナ牙山↑癖
‘

久 印
二し




